
令和４年度第 1回子ども・子育て会議＿資料１ 

令和４年６月２４日 

子ども家庭部保育運営課 

 

認証保育所の認可化移行について 

 

１ 決定事業者  

（1）運営事業者：株式会社エスエヌシー 

（2）施 設 名：（仮称）サクラナーサリー成増 

（3）所 在 地：（移転前）板橋区成増三丁目３番１号 グレースコート１階 

（移転後）板橋区成増三丁目１番（移転のため番地未定） 

（4）定 員：６６名（０～５歳の合計） 

 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

現状 10名 10名 10名 ― ― ― 30名 

移行後 6名 12名 12名 12名 12名 12名 66名 

 

（5）開 設 日：令和５年４月１日（予定） 

 

  

２ 決定方法 

 運営事業者からの申請書に基づき、申請内容確認・財務審査・ヒアリングを踏まえ、

認可保育所設置基準の適合及び保育所運営事業者としての適格性を判断し、決定した。 

（1）申請内容確認・財務審査 令和４年１月１９日（水）～２月１６日（水） 

（2）ヒアリング 令和４年２月１５日（火） 

（3）東京都児童福祉審議会（計画承認） 令和４年４月１９日（火） 

  

 


